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原告 吉岡 政昭

(答弁書の主張)の関連

「また、床の劣化は主に経年によるものであつて、通常使用によ

るものであるのだから、その所有者である町が修繕費を負担する

のはむしろ当然」

と主張しているが、このI圭塁菫菫菫型壁望堅≧国国堕艶壁:菫コ壁ヨ墜≧量生=
「町の負担」と主張する握拠は、町とリズム学国との「基本協定書」によつて

ではなく、「民法第621条」の判断によつていることは明らかである。

(「賃信物に生じた損傷」から「通菫の使用及び二二賃債物の経年変化を除≦」)

とされている。

こども園の「基本協定」には、こうした内容の負担義務の記述はない。

(民法第621条 )

賃信人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷 (通常の使用及び」x
益によつて生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この

条において同じ。)が奎至ジ進返コ:逃1工:■」:翌1艶」量:屋:盤:=:上盪:塁:奎:聾:墨.=i塾2._
損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃信人の責めに帰す

ることができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(条文を分解すると次のようになる)。

賃信人 (リズム学園)は、

①通常によつて生じた損傷は、賃借人は、原状回復の義務を負わない。

②自然損耗、経年劣化による損耗は、原状回復の義務を負わない。

③菫慶L」曼塞二≦蓋:2工」L墨辺E」旦堡1二:三型LL=旦塾口」里生墨回堕塁⊆≧藝墨墜里巨:2。
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「経年によらないもの」や「通常使用によらないもの」
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1′ つまり、 答弁書では「床の劣化」は「主に経年によるもの」「通常使用による

もの」と主張しているが、しかし・・・実際は、それだけの理由だけで起こる

ものではない。
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の負担となる可能性の大きい破損、損傷も十分あり得たのだ。

(未解明の事実 ?)・ 。今回の修繕に対して以下のケースに寄る修繕の例を具体的に

示すことを求める。

①通常損傷を超えるレベルの破損

②通常損傷を放置して二次被害によつて生じた損傷や汚れ。

③飲食物をこばして出来たシミや汚れ。

④備品の移動による傷。

⑤その他

賃信人 (リズム学園)に、その原因があるのであれば、
賃貸人 (安平町)に、修繕義務はない。

(民法第606条 )

(賃貸人による修繕等) (2020年4月 、民法が改正)

1.賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
ただし、賃信人の責めに帰すべき事由によつてその修繕が必要と

なつたときは、この限りでない。

2.賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、

賃借人は、これを拒むことができない。

(但し書き)・ ・・民法の改正点。
「ただし、賃信人の責めに帰すべき事由によつてその修繕が必要となつたとき

は、この限りでない。」とは、「修繕が必要になつた場合でも、賃信人にその

原因があるのであれば賃貸人に修繕義務はない 」と明文化されたのです。
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※町とリズム学園の間で、子ども日の「床の修繕」に関して、

床の修繕費374万円は、税金だから、民法第606条 民法第621条から言つても、
「基本協定書」から言つても、リズム学園が払うべきだと強く主張する。
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町として、 について、ここで改めて、はつきりさせることが必要だ。

1′「床の劣化」の内容の種類を明らかにせよ。日光による色あせ。床の凹凸など。

2′ 今回、修理した床の盛り上がりや損傷に関し、具体的に報告を求める。

町とリズム学園の調査、協議の結果を「①修繕場所・どの部分か。②何力所
か。③面積の合計で、何面か」を示してもらいたい。

(因みに、平成23年、子ども園オープンの時、23箇所のフローリングの

盛り上がり、平成24年、合計52箇所の盛り上がり、平成25年に追分中

学校で117枚の床の盛り上がりの修理があつたから、具体的説明が必要。)

3′ 今回の修繕で、_I墾壺豊生上塁壺 鐘聾:≧」[運菫堕目璽量.」ユ」豊ZttΩ豊」塾聖堕豊
のの整理をして報告を求める。。

従つて、床の修理負担の問題は、答弁書が言うように、「床の劣化は主に経年による
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費を負担するのは、むしろ当然」との結論にはならない。

それぞれの修繕の対象と理由は、ほとんど個別的なもの。

どのような協議がなされたか ?

劣化の内容、損傷の程度と箇所数と面積ごとの
態が明らかにされていない。
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